
 

 

１ 助成対象事業 

  区民防災組織等が自主的に実施する防災訓練 

※ 区民防災組織のほか、幼稚園・小学校・中学校ＰＴＡ、文京区青少年健全育成会等が対象です。（訓練実施

経費のみ） 

なお、区から他の助成金等を受けている場合は、対象とならない場合がありますので、あらかじめ防災課  

にご相談ください。 

 

２ 助成金の種類と金額 

１．訓練実施経費 

防災訓練に要する経費のうち、３万円を限度とします。１組織につき年度内１回限りです。 

                    〔訓練経費３万円の場合〕 

 

 

 

 
 

 

 

   ２．備蓄品購入経費 

① 区民防災組織が防災訓練を行う場合、備蓄品の購入に要する経費のうち、３万円を限度とします。

（３年に１回の助成。） 

           〔備蓄品購入経費３万円の場合〕 

 

 

 

 

② 区民防災組織が実施する防災訓練に、その区域内の中高層共同住宅等の管理組合から３名以上 

の理事等が参加し、合同で訓練を行う場合、備蓄品の購入に要する経費のうち、５万円を限度とし

ます。（区民防災組織と中高層共同住宅等の管理組合それぞれに助成します。） 

        〔備蓄品購入経費５万円の場合〕 

 

 

 

 

 

※ 備蓄品購入経費について、以下の2つの場合は交付対象となりませんのでご注意ください。 

① 交付を受けた年度から翌々年度までの間は交付対象となりません。 

② 中高層共同住宅等防災対策費用助成金により、備蓄品購入経費の助成を受けた方は、交付を受けた

年度の翌々年度までの間は交付対象となりません。 
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助成金額 

３０，０００円 

助成金額 

５０，０００円 

区民防災組織等活動助成金の申込みについて 



 

３ 区民防災組織等による防災訓練経費及び備蓄品購入経費の例 

・炊き出し訓練 ⇒ 米等の炊き出し材料の購入費 

  ・救出救助訓練 ⇒ バール、ジャッキ、担架等の救出器具や三角巾等の応急手当用品の購入費 

  ・初期消火訓練 ⇒ 個人で持っている消火器を使用し、薬剤詰替費用の一部を区民防災組織で負担 

  ・避難訓練 ⇒ ヘルメットや物資輸送用のリヤカー等の購入費 

・防災施設見学会 ⇒ 本所防災館等への施設見学の際にかかった交通費(バス借上げ等) 

  ・手づくり町内防災マップ作成 ⇒ マップ作成のための白地図の購入や印刷、事務用品の購入費 

   ・備蓄品購入費⇒ 保存水、非常食、救助資器材、簡易トイレ等 

  ・その他 ⇒ 訓練のチラシ・ポスターの印刷経費や記録用の写真・フィルム代 

  

４ 申込方法 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

※中高層共同住宅等と合同で訓練を実施する場合は、中高層共同住宅用の各書類を区民防災組織が取

りまとめの上、提出してください。 
 

５ 申込・問合せ先  

  文京区総務部防災課 

  住所 〒１１２－８５５５  文京区春日１－１６－２１ シビックセンター１５階北側  

電話 ０３－５８０３－１７４５（直通） 

 

※「中高層共同住宅等」とは 

文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する指導要綱（５６文健管発第２９２号）第２条 

第１項第２号の表（下記の表）の用途地域の区分に応じ、同表の規模の欄に掲げる規模の建築物のう 

ち共同住宅であるもの。 

 

 

 

 

用途地域 規模 

商業地域 敷地面積500平方メートル以上又は延べ面積2,000平方メートル以上 

近隣商業地域 敷地面積500平方メートル以上又は延べ面積1,500平方メートル以上 

上記以外の地域 敷地面積400平方メートル以上又は延べ面積1,000平方メートル以上 

申請 
・交付申請書 

・添付書類（事業計画書兼助成金執行計画書） 

・合同訓練委任状 ※中高層共同住宅等と合同で訓練を実施し、区民防災組織

が助成金をまとめて申請する場合のみ 

購入 
・訓練用資材や備蓄品の購入 

報告 
・事業報告書 

・添付書類（①事業報告書兼助成金執行報告書、②訓練の様子が分かる写真等、

③領収書の写し） 

・請求書兼口座振替依頼書 

・支払金口座振替依頼書 


